
船舶事故等調査報告書 

平成２３年１１月２４日 

運輸安全委員会（海事専門部会）議決 

事故等番号 ２０１１長第７６号 

事故等種類 乗揚 

発生日時 平成２３年７月１０日（日） １５時３５分ごろ 

発生場所 長崎県大村湾南西部西彼杵半島東岸沖の大曽根 長崎県時津町所在の時津

港久留里埼防波堤灯台から真方位３３３°３.７海里付近 

（概位 北緯３２°５３.９′ 東経１２９°４８.７′） 

事故等調査の経過  平成２３年８月９日、本事故の調査を担当する主管調査官（長崎事務

所）を指名した。 

 原因関係者から意見聴取を行った。 

事実情報 

 船種船名、総トン数 

 船舶番号、船舶所有者等 

 

旅客船 エアポートライナー８、１２トン 

 ２９３－１８２１１長崎、安田産業汽船株式会社 

 乗組員等に関する情報 船長、一級小型船舶操縦士 

 死傷者等 なし 

 損傷 左舷プロペラ、同シャフト及びブラケット損傷 

 事故等の経過  本船は、船長が１人で乗り組み、船首約０.４７ｍ、船尾約０.７７ｍの

喫水で大村港に回航するため、西彼杵半島東岸沖を目視により東進中、平

成２３年７月１０日１５時３５分ごろ船底が浅瀬に接触した。 

 気象・海象 

 

気象：天気 晴れ、風向 南西、風力 １ 

海象：潮汐 上げ潮の中央期 

 その他の事項  船長は、これまで２０回程度、西彼杵半島東岸沖周辺の航行経験があっ

た。 

分析 乗組員等の関与 

船体・機関等の関与 

気象・海象の関与 

判明した事項の解析 

あり 

なし 

なし 

 本船は、大村湾の西彼杵半島東岸沖を東進

中、船長が、目視によって航行し、船位の確認

を行っていなかったことから、浅瀬に乗り揚げ

たものと考えられる。 

原因  本事故は、本船が、大村湾の西彼杵半島東岸沖を東進中、船長が、目視

によって航行し、船位の確認を行っていなかったため、浅瀬に乗り揚げた

ことにより発生したものと考えられる。 

参考  今後の同種事故等の再発防止に役立つ事項として、次のことが考えられ

る。 

 ・慣れた海域であっても、目視だけに頼らずレーダー等を活用して航行

すること。 

 

 




